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令和元年10月31日（木曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・川内川水系白濁に係る水質改善対策等につい

て

・不調・不落対策の実施状況について

・台風等による風倒木被害への対応について

・硫黄山噴火に伴う対策等の現状について

出席委員（８人）

委 員 長 野 﨑 幸 士

副 委 員 長 図 師 博 規

委 員 星 原 透

委 員 横 田 照 夫

委 員 山 下 寿

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

環境森林部次長
松 田 広 一

（ 総 括 ）

環境森林部次長
廣 津 和 夫

（ 技 術 担 当 ）

環 境 森 林 課 長 川 口 泰 夫

みやざきの森林
黒 木 逸 郎

づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 冨 山 典 孝

循環社会推進課長 蕪 美知保

自 然 環 境 課 長 田 原 博 美

自 然 公 園 室 長 藤 本 英 博

森 林 経 営 課 長 濱 砂 正 則

山村･木材振興課長 橘 木 秀 利

み や ざ き ス ギ
有 山 隆 史

活 用 推 進 室 長

林業技術センター所長 日 髙 和 孝

木 材 利 用 技 術
美 戸 司

セ ン タ ー 所 長

工 事 検 査 監 木 嶋 誠

農政水産部

農 政 水 産 部 長 坊 薗 正 恒

農政水産部次長
河 野 譲 二

（ 総 括 ）

農政水産部次長
大久津 浩

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
毛 良 明 夫

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 花 田 広

農 政 企 画 課 長 鈴 木 豪

中山間農業振興室長 小 倉 久 典

農業連携推進課長 愛 甲 一 郎

みやざきブランド
東 洋一郎

推 進 室 長

農業経営支援課長 日 髙 義 幸

農業改良対策監 坂 本 美奈子

農業担い手対策室長 戸 髙 朗

農 産 園 芸 課 長 菓子野 利 浩

農 村 計 画 課 長 小 野 正 寛

畑かん営農推進室長 酒 匂 芳 洋

農 村 整 備 課 長 盛 永 美喜男

水 産 政 策 課 長 福 井 真 吾

漁業･資源管理室長 林 田 秀 一

漁 村 振 興 課 長 外 山 秀 樹
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漁港漁場整備室長 鈴 木 宣 生

畜 産 振 興 課 長 谷之木 精 悟

家畜防疫対策課長 三 浦 博 幸

工 事 検 査 監 中 山 俊 行

総合農業試験場長 甲 斐 典 男

県立農業大学校長 山 本 泰 嗣

水 産 試 験 場 長 田 中 宏 明

畜 産 試 験 場 長 德 留 英 裕

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 前 野 陽 子

議事課主任主事 渡 邊 大 介

○野﨑委員長 ただいまから、環境農林水産常

任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程につきましては、お手元に配付いたし

ました日程案のとおり行うこととしてよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

○野﨑委員長 委員会を再開いたします。

本日の委員会に、２名の傍聴の申し出があり

ましたので、これを認めることといたしました。

傍聴される皆様にお願いいたします。傍聴人

は、受付の際にお渡ししました傍聴人の守るべ

き事項にありますとおり、声を出したり拍手を

したりすることはできません。当委員会の審査

を円滑に進めるため、静かに傍聴してください。

また、傍聴に関する指示には速やかに従ってい

ただきますようお願いいたします。

それでは、報告事項について説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○佐野環境森林部長 環境森林部でございます。

よろしくお願いします。

一昨日の、森林・林業・林産業活性化九州大

会、お疲れさまでございました。大変盛大な会

であったと感じております。今後とも、林活議

連の活動などを通じまして、お力添えをいただ

ければと考えておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

また、報告の説明に入ります前に、鳥獣保護

管理法に基づく狩猟者登録事務の不適切な処理

について御報告させていただきます。

既に10月25日に記者発表を行いまして、報道

もなされているところでありますが、今回、県

が誤った説明を行ったため、本来、狩猟者登録

の必要がなかった７名の方に対しまして、平成28

年度から30年度までの間に、延べ16件、登録手

数料と狩猟税、合わせまして18万5,100円の誤徴

収がございました。大変申しわけございません

でした。

７名の方には、直接謝罪は終えまして、誤徴

収額の返還手続を進めているところであります

が、今後、このような不適切な事務が発生しな

いよう再発防止に努めますとともに、狩猟者登

録が必要のない方が猟に参加される場合には、

安全確保とルールやマナーの遵守について周知

を図ってまいりたいと考えております。

それでは、座って説明をさせていただきます。

お手元に配付しております環境農林水産常任

委員会資料の表紙をごらんいただきたいと思い

ます。

本日の説明事項は、川内川水系河川白濁に係
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る水質改善対策等についてと不調・不落対策の

実施状況について、及び台風等による風倒木被

害への対応についての３項目であります。

各説明事項の詳細につきましては、それぞれ

の担当課長が御説明申し上げますので、よろし

くお願いいたします。

私からの説明は以上でございます。

○冨山環境管理課長 環境管理課でございます。

委員会資料の１ページをお開きください。

私からは、川内川水系河川白濁に係る水質改

善対策等について御説明いたします。

（１）河川水質の状況ですが、昨年４月の河

川白濁以降、水質検査を週１回のペースで実施

しておりますけれども、最新の10月23日の結果

を、本日別紙で配付しておりますので、そちら

をごらんください。

その地図では、右下にえびの高原の硫黄山が

位置し、用紙の上のほうが下流側となりますが、

えびの高原の赤子川は、長江川を経て、一番上

の川内川と合流し、鹿児島県のほうに流れてお

ります。

水質改善の試験は、硫黄山のすぐ西側、青い

四角印の沈殿池周辺で行いまして、水質検査は

沈殿池上流部と左下にある①えびの橋から下流

の８カ所で行っております。各地点にはｐＨと

ヒ素濃度の主な結果を記載し、基準を超過した

ものを赤字で示しました。

まず、沈殿池上流部、いわゆる原水ですが、

検査を開始したことしの５月14日と比較し、５

月29日の結果は、ヒ素が約25分の１に減少する

など水質が改善しております。

その下流の①えびの橋では、ｐＨとヒ素が、

その一つ下流の②大原橋では、ｐＨのみが基準

を超過し、③長江橋から下流では全て環境基準

を達成しております。

資料１ページにお戻りください。

（２）水質改善実証試験について御説明いた

します。

昨年度実施した石灰石を活用した河川水の一

部水量による試験の成果を踏まえて、専門家の

助言のもと、河川全水量による実証試験を行い

ました。

この水質改善は、下流に行くにしたがって浄

化される自然の浄化作用を補完するものである

ため、目的としては、最上流部であるえびの高

原沈殿池でｐＨを１程度改善させる施設の検証

と、その水質改善が下流に及ぼす効果を確認す

ることであり、場所は、２ページの航空写真の

とおり、えびの高原の沈殿池周辺に各試験設備

を配置し、試験内容は仮設石灰石の中和水路を

用いた水質改善試験と、水路前後の水質や河川

水量の常時測定、並びに試験結果を踏まえた対

策案の検討を行いました。

⑥の試験経過と結果につきましては、ア、仮

設石灰石中和水路による実証試験では、図のよ

うな石灰石の連続槽による試験を行ったところ、

３ページの上のグラフのように、かなり水量が

少なかったのですが、ｐＨの改善や、中ほどの

グラフのように、ヒ素の改善が確認できました。

しかしながら、ページ下の写真のように、目

詰まりが発生し、効果が低減されましたので、

４ページの図のように、７月中旬に通水性を考

慮した構造に改修し、石灰石量を当初の３割程

度の量に変更しました。

８月下旬からは、この改修後の水路で試験を

行ったところ、グラフのようにｐＨが0.3程度、

つまり石灰石１槽当たり、最大で0.1程度改善す

ることを確認できました。一方、通水性の阻害

は改善されましたが、赤褐色物が石灰石を覆う

現象は依然として発生し、１槽当たりの改善効
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果は0.1から0.05程度に低減しました。

そこで、５ページの写真のように、付着した

赤褐色物を剥離・洗浄するために、バックホウ

での攪拌とか、空気注入による洗浄を試したと

ころ、効果があることが確認できました。

６ページをごらんください。

次に、試験結果をもとにした水質改善対策案

についてですが、専門家の意見を踏まえた対策

案を取りまとめました。

この石灰石を活用した水質改善は、急激な改

善は見込めませんが、上流部の穏やかな改善に

よって自然の浄化作用を補完するものであるこ

となどを前提としており、①必要な石灰石中和

水路の概要として、ア、設置場所の候補地は、

ほかに適地がないことから、試験地のえびの高

原内の沈殿池周辺とし、ただし噴火警報発表時

の規制区域内となった際には、突発的な噴火に

よる噴石等から避難できるシェルター等の検討

が必要かと考えられます。

イの能力は、中和効果から判断し、ｐＨの改

善は最大で１程度が相当と考えられ、構造は実

証試験に用いた仮設石灰石中和水路の構造を基

本とし、図に示すように石灰石槽と空槽を組み

合わせたセットを必要数並べて、酸耐食性の材

質で覆われたコンクリート等が適切と考えられ

ます。

エの現場での配置イメージは、７ページをご

らんください。

下に図がありますけれども、石灰石洗浄の運

用方法にもよりますが、水路長は40から80メー

トルとなり、いずれの場合にも広い敷地を必要

とします。

オの運用方法としては、継続的な石灰石投入

が必要であり、原水がｐＨ1.5の場合、推計上１

日当たり7.4トンが必要です。また、石灰石洗浄

に使用する設備や沈殿池内の沈殿物の定期的な

しゅんせつも必要となってきます。

８ページをごらんください。

この水路の②の期待される効果として、ｐＨ

やヒ素の改善効果がありますが、限定的な効果

となることは御留意していただきたいと考えま

す。

まず、ｐＨの改善ですけれども、図６のｐＨ

の経時変化のグラフをごらんください。

昨年８月からことし５月中旬ごろ、最上流部

のえびの橋のｐＨが①の青線で囲んであります

ように、1.5から２の場合、中流域の長江橋では、

②の青線で囲んでありますように環境基準を達

成できませんでした。

しかしながら、ことしの５月後半以降、えび

の橋のｐＨが③の青線で囲んでありますよう

に、2.5から３に上昇すると、大原橋は環境基準

を達成していませんが、長江橋では④の青線で

囲んでいるように環境基準を達成しております。

こういったことから、昨年８月からことし５

月中旬ごろの状態に再び水質が悪化した場合、

長江橋で②の期間のように環境基準を達成でき

ない状況になった場合に、中和水路を活用し、

えびの橋のｐＨを１程度改善させることで、大

原橋でのｐＨの基準達成は困難ではございます

が、長江橋では基準達成が期待されます。全体

が上にシフトすることになります。

また、９ページのヒ素の改善ですが、図７の

グラフのように、この河川ではｐＨとヒ素濃度

に相関があり、ｐＨが３以上に改善すると基準

を達成する傾向があります。

ヒ素の経時変化を図８に示しますが、大原橋

では、昨年８月からことし５月中旬ごろまで基

準を達成していませんが、ことし５月以降は達

成しており、この時期のｐＨが３以上でした。
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このことから、大原橋のｐＨが昨年８月から

ことし５月中旬ごろの状態に再び悪化し、ヒ素

が環境基準を達成しない状況になった場合、中

和水路を活用し、えびの橋のｐＨを１程度改善

させることで、大原橋のヒ素の基準達成が期待

できます。

10ページをごらんください。

なお、これらの効果は、留意事項に書いてい

るとおり、噴火当初の期間のように、極端に水

質が悪化し、水量が多い場合は期待できないこ

とや、河川流量の変動が大きい場合には効果が

限られてしまいます。

（４）の今後の取り組みとしましては、今回

の水質改善対策案を踏まえ、今後の方針につい

て、えびの市や国等からなる硫黄山河川白濁対

策協議会等において協議することとしておりま

す。

説明は以上です。

○田原自然環境課長 委員会資料の12ページを

お開きください。

不調・不落対策の実施状況について御説明い

たします。

ことし５月の常任委員会におきまして、昨年

度までの不調・不落の状況と特例措置について

御説明したところでありますが、今年度上半期

の数値がまとまりましたので御報告いたします。

１の不調・不落の発生状況をごらんください。

グラフの一番右が、公共三部における令和元

年度上半期の数値となりますが、発生件数が125

件、発生率が14.9％となっており、依然として

増加傾向が続いております。

各部別に見たのが、（２）となりますが、環境

森林部が27件で発生率が37.5％、農政水産部が28

件で18.3％、県土整備部が70件で11.4％となっ

ております。

不調・不落の多い工事といたしましては、

（３）にありますとおり、業種別に見ますと、

土木一式が65件、とび・土工が18件、建築一式

が10件、管工事が８件などとなっております。

次に、価格別で見ますと、1,500万円未満が44

件、1,500万から3,000万円が31件、3,000万か

ら7,000万円が40件、7,000万円以上が10件となっ

ております。

また、内容別で見ますと、営繕工事が23件、

治山工事が17件、林道工事と河川工事が10件、

農業用管水路工事が９件、災害復旧工事が８件

などとなっております。

次に、不調・不落対策の実施状況です。

２の（１）にありますとおり、ことしの５月

から３件の特例措置を講じているところであり

ますが、その実施状況を御説明いたします。

まず、現場代理人の常駐義務緩和につきまし

ては、3,000万円未満で、現場間が10キロメート

ル以内といった一定の要件を満たした場合に、

２カ所の現場の兼務を認めるというもので、こ

れまでに８件の適用実績があったところです。

次に、施工箇所が点在する工事の積算につい

てです。

これは、点在する複数工事をまとめて１本の

工事として発注する場合に、箇所ごとにそれぞ

れの経費を積算できるというもので、これまで49

件の適用実績があったところです。

最後に、余裕期間制度であります。

これは、工事着手前に、建設資材や技術者、

労働者の確保等の準備を行う余裕期間を４カ月

まで拡大したもので、これまで79件の適用実績

があったところです。

次に、（２）の新たな対策の追加をごらんくだ

さい。

こちらは、先月から新たに追加した対策であ
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りますが、価格帯の低い工事で、不調・不落が

多く発生していることから、Ｃクラスの入札参

加者をふやすための取り組みとして、最新入札

情報のメール配信や応札期間を２日から３日に

拡大する取り組みを開始したところであります。

最後に、３の今後の対策についてであります。

技術者不足や条件不利工事への敬遠が不調・

不落につながっている部分があるようですので、

今回、２点の対策を実施することといたしまし

た。

１点目は、配置予定技術者の専任要件の緩和

を行うというもの、もう１点は総合評価落札方

式における受注状況算定の特例措置の拡大を行

うというものであります。

具体的な内容につきましては、１枚めくって

いただいて、13ページの資料で御説明いたしま

す。

まず、配置予定技術者の専任要件の緩和につ

いて、１の趣旨をごらんください。

技術者等の不足が、不調・不落の要因の一つ

となっている状況があるようですので、監理技

術者等の効率的な配置を可能とするため、入札

契約時の専任要件について見直しを行うもので

あります。

具体的には、２の改正内容をごらんください。

まず、（１）の現行についてです。

現在、新しい工事の配置予定技術者が手持ち

工事を有している場合、その手持ち工事の完成

届を、開札日の前日までに提出していなければ、

新しい工事の監理技術者等になることができな

い取り扱いとなっております。それを、（２）の

改正後にありますとおり、手持ち工事の完成届

を新しい工事の契約日までに提出し、かつ、工

事着手日までに引き渡しが完了すれば、新しい

工事の監理技術者等となることができるように

するものです。

なお、工事完成届が契約日後になったり、引

き渡しが新しい工事の着手日までに間に合わな

い場合は、落札決定の取り消しや契約解除等を

行うことになります。

この改正による効果ですが、３にありますよ

うに、手持ち工事の完成届の提出期限が12日程

度後ろ倒しになりますので、その期間について、

同じ監理技術者等で新たな工事の入札に参加す

ることが可能となります。

最後に、４の適用ですが、ことし12月２日以

降に開札を行う工事から適用することとしてお

ります。

続きまして、総合評価落札方式における受注

状況算定の特例措置の拡大等について御説明い

たします。

右側の14ページの資料をごらんください。

まず１の趣旨であります。

防災・減災・国土強靱化のための３か年緊急

対策に伴う予算増加により、特に環境森林部や

農政水産部の工事で不調・不落が高い水準と

なっており、また、応札業者が受注状況（Ｋ値）

を考慮して、工事を選別する状況も生じており

ますので、今回、総合評価落札方式の受注状況

算定に関する特例措置の拡大等を行うものであ

ります。

ここで、受注状況（Ｋ値）について御説明い

たします。資料の中ほどの計算式をごらんくだ

さい。

受注状況（Ｋ値）は、各業者の過去１年間の

受注額を、各業者の過去５カ年度の平均受注額

で割って算出いたします。それを、総合評価落

札方式の入札における評価基準の一部として活

用しており、このＫ値が１を超えるとマイナス

評価となるため、業者はこのＫ値を考慮して応
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札する工事を選別している状況が見られます。

対策の１点目です。２の（１）の受注状況の

特例措置の拡大をごらんください。

現在、不調・不落対策として、災害復旧工事

のみを受注状況算定の対象外、つまり過去１年

間の受注額に含まないとしているところですが、

改正後は、環境森林部と農政水産部の全ての工

事について、受注状況算定の対象外とするもの

であります。このことにより、受注状況にかか

わらず、両部が発注する工事への入札参加意欲

の向上が期待されます。

次に、（２）の受注状況の評価基準の緩和につ

いてであります。

現行では、受注状況が１を超えると、総合評

価の入札においてマイナス10点という減点評価

を受けますが、改正後は、受注状況が1.5を超え

るまでは減点評価を受けないようにするもので

あります。このことにより、現在、減点評価を

受けている業者が、減点がなくなることで入札

参加意欲の向上が期待されます。

最後に適用期間ですが、４にありますとおり12

月２日以降に入札公告及び指名通知を行う工事

を対象に、当分の間、運用する予定であります。

自然環境課からの説明は以上であります。

○濱砂森林経営課長 続きまして、資料の15ペ

ージをお開きください。

３の台風等による風倒木被害への対応につい

てであります。

道路や電線などの重要インフラに隣接する森

林につきましては、インフラの管理者が倒木除

去や未然防止への取り組みを進めている状況に

あります。このような中、風倒木被害の早急な

処理に対応するため、県におきましては、被災

した森林の復旧対策や災害に強い森づくりに取

り組んでおり、インフラの管理者におきまして

は、森林組合などと風倒木処理に関する応援協

定を締結するなど、協力体制を構築しておりま

す。

次に、これらの取り組みの概要について御説

明いたします。

まず（１）近年の風倒木被害の状況ですが、

過去３年間の被害状況は、下の表のような状況

となっておりますけれども、特に平成30年度に

は、台風24号により、都城市など17市町村で284

ヘクタールの被害が発生しております。

これらの被害に対応するため、インフラ周辺

に限った対策ではありませんが、（２）風倒木被

害の復旧対策を実施しておりまして、①の森林

整備事業では、森林所有者が行います風倒木の

伐採・搬出とその後の再造林を補助金により支

援しております。

②の保安林整備事業では、集落等の保護など

公益上重要な保安林におきまして、風倒木の処

理や改植を県が実施しております。

③の荒廃渓流等流木流出防止対策事業では、

下流に流出するおそれのある渓流沿いの不安定

な立木や、渓流に堆積した風倒木の撤去を県が

実施しております。

④の木質バイオマス活用型再造林推進モデル

事業では、森林整備事業の対象とならない小規

模な被害地における風倒木等の伐採、搬出、運

搬を支援しているところであります。

また、（３）風倒木被害を防ぐ取り組みといた

しまして、国庫補助事業や県の森林環境税を活

用して、樹木の根を発達させる間伐や、風に対

し抵抗力の高い広葉樹の植栽など、災害に強い

森づくりを推進しております。

次に、（４）重要インフラ等への被害対応につ

いてですが、まず、①の山村集落定住環境緊急

整備事業では、市町村が行います公民館などの
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公共性の高い施設において、倒伏するおそれの

ある立木竹の除去を支援しております。

次に、16ページをごらんください。

②の被災時の応援協定ですが、これはインフ

ラ管理者等が、被災時の応援協力を得るための

協定について記載しております。

まず、アの非常災害発生時における配電関係

復旧応援に関する協定ですが、九州電力株式会

社宮崎配電センターが宮崎県森林組合連合会と

協定を結び、配電センターの要請により、県内

８つの森林組合が高性能林業機械などを使って

倒木の伐採・搬出を行うものです。

イの災害時における応急対策業務等に関する

応援協定については、串間市が南那珂森林組合

と協定を結び、市の要請により森林組合が人員

や機材などを確保し、風倒木の処理等を行うも

のです。

ウの応援協定もイと同じように、西都市が児

湯広域森林組合と協定を結び、市の要請により

森林組合が風倒木の処理等を行うものです。

エの山地災害防止等支援活動に関する協定に

ついては、西臼杵支庁長及び各農林振興局長が、

県森林土木協会の支部長と協定を結び、森林土

木協会が山地災害等に関する情報収集及び農林

振興局等への情報提供を行うものです。

さらに、③の連携体制の構築といたしまして、

アのインフラ施設管理者との協議では、昨年の

台風24号の被害を契機に、ＮＴＴ、九電、県の

道路や森林等の関係部署により、被害発生に備

えた協議の場が設置され、災害時の対応を検討

しているところです。

また、イの林業関係者への協力依頼では、千

葉県の風倒木被害の発生を受け、インフラ施設

周辺森林の間伐や広葉樹の植栽について、林業

関係団体等に対し協力依頼を行ったところです。

最後に、（５）国の動きでありますが、台風等

による重要インフラの被害が多発しております

ことから、林野庁では、森林所有者とインフラ

施設管理者との協定に基づいて、施設周辺の森

林整備を行う重要インフラ施設周辺森林整備の

創設を来年度予算に概算要求中でありまして、

県では、九州電力などの施設管理者に事業の内

容を説明し、事業が創設された場合の対応につ

いて検討しているところであります。

説明は以上であります。

○野﨑委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はありませんか。

○太田委員 資料15ページの台風等による風倒

木被害への対応についてですが、今回の台風で、

電線等が切断されて大きな停電が発生したとい

うことで、宮崎県ではどうなっているのかなと

いう思いがあったわけですけれど、災害時の対

応としては、被災時の応援協定等を見ますとほ

ぼそういった対応は十分なされているのだろう

なと思いました。

16ページの③に、インフラ施設管理者との協

議、それからインフラ施設周辺森林の間伐、広

葉樹の植栽について、いわゆる電線に倒れかかっ

てくるような危ない状況のものを早目にカット

したり、整備することのほうが大事だと思うの

ですが、そのあたりは、九電とかいろんな関係

者もおられますが、どんな対応をされているん

でしょうか。

○濱砂森林経営課長 今の時点では、そういう

風倒のおそれがあるような木が発生した場合に

は、インフラの管理者が、その森林所有者に対

してその除去をお願いするという形になってお

ります。ただ、森林所有者のほうも、なかなか

経費面で応じてもらえないというところもござ

いまして、その場合については、インフラ管理
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者の負担で除去をしている状況になっています。

○太田委員 例えば、インフラ管理者というと

九電もあると思うのですが、森林所有者がやれ

ないところは、九電でやりましょうというよう

なお互いの暗黙の了解というか、森林所有者が

やるべきことだろうと思いますけれど、そうい

う話は微妙なところだろうと思いますが、そう

いう話し合いもなされていると見ていいんです

ね。

○濱砂森林経営課長 通常の維持管理の中で施

設管理者が見て回って、そういう被害の発生の

おそれがあるようなところについては、森林所

有者のほうにお願いはされているようなんです

けれども、全てに応じてもらえているわけでは

ないようで、そういう場合には、森林所有者に

応じてもらって、インフラ管理者のほうで自主

的に撤去したりしているところも中にはあるよ

うです。そのケース、ケースで変わってきてい

る状況にあるようです。

○太田委員 わかりました。停電を事前に予防

することが大事かなと感じたものですから、こ

れは、危機管理局あたりも含めて、そういう微

妙な問題もあると思いますので、ひとつ協議を

お願いしておきたいなと思います。よろしくお

願いします。

○横田委員 関連ですけれど、去年の台風24号

でも、例えば木が倒れて農業用水路を壊したと

かいろいろあったんですが、その倒れた木の山

の持ち主がわからないということもあったと思

うんです。そういった場合に、勝手に切れない

という話もあって、でも、それをしていたらな

かなか先に進みませんので、何かそれを行政な

り管理者がやれる法的なものを整備する必要が

あるんじゃないかと思ったんですけれど、そこ

らあたりはいかがでしょうか。

○濱砂森林経営課長 委員が言われるように、

災害で発生した、インフラの管理者、森林所有

者のどちらにも責任がない場合の倒木の処理に

ついては、今のところそのインフラを管理され

ている方が、その機能を最低限回復するための

処理というのを実施しているところですけれど

も、そこの誰がするのかというところが曖昧な

状況になっておりまして、その部分はやはりあ

る程度整理していく必要があると考えておりま

す。資料の③のアにありますとおり、インフラ

管理者との協議を進めているんですけれども、

そういう中で、今、課題の洗い出しをしており

まして、そういう中で、いろいろまた協議を進

めてまいりたいと考えているところです。

○横田委員 15ページの森林整備事業とか保安

林整備事業ですが、これは県が実施するという

お話でしたけれど、去年の台風24号で発生した

風倒木も、個人の山でまだたくさん残っている

んです。そういったものも県がしていただける

ということなんでしょうか。

○濱砂森林経営課長 保安林に指定している山

で、下に保全対象があるとかそういうところに

ついては、県で実施できるところもあるのです

けれども、それ以外のところについては、①の

森林整備事業で、森林所有者のほうで再造林を

含めて復旧していただくことになります。

○横田委員 森林整備事業に関しては、所有者

が自己負担で行うということなんですね。

○濱砂森林経営課長 国、県の補助事業として68

％の補助金を出すことになっておりまして、残

りの32％分については、森林所有者のほうで負

担していただくことになっています。

○横田委員 わかりました。

○山下委員 今の関連なんですが、太田委員か

らは電線という話が出たんですけれど、私がずっ
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と山とか道路を通ってみますと、国道、県道、

それから市町村が管理する道路に調査に行きま

すと、もうほとんどの道路沿いに50年以上の杉、

ヒノキが、雑木も含めてですけれども、立って

いるわけです。ですから、もうこの木は、宮崎

県のどこかにもし台風が来るとすると、私は道

路なり電線なりに被害を与えると思っているん

です。

そういうことからすると、もう樹齢50年以上

で道路や電線にかかったりするような木は、やっ

ぱり極力切るような形をつくらないと、もう災

害が出ることはわかっているわけです。ですか

ら、そういう木の伐採に対して、何らかの助成

制度をつくったりすると、業者についても積極

的に伐採が始まる可能性があるわけです。

今言われるように持ち主がやりなさいよとい

う指導では、やっぱり費用がかかりますから。

それと業者も10本や20本の木にはなかなか行き

たがらないわけですよね、面倒なので。ですか

ら、そこで助成が出て採算に合うということで

あれば、私は業者さんたちも積極的にそういう

仕事にかかわっていくと思うんです。

ですから、何らかのそういうことを環境森林

部だけじゃなくて、道路を管理する県も市町村

も合わせて、そこあたりを国に要望して、何ら

かの助成制度をつくらないと、これは宮崎県だ

けの問題じゃないと思うんです。全国に台風が

来て、あのような映像を見てみますと、木が斜

面に立っていて、それが壊れて水害を起こすと

か、きのう私たちは、福岡県に九州北部豪雨跡

を見に行ったんですけれども、やっぱり最終的

には木がいろんな悪さをしているわけです。で

すから、それはやっぱり事前に、特に道路沿い

の木については、何らかの手が打てないのかな

と私はつくづく思うんですけれども、何かそこ

あたりの対策はないものですか。

○濱砂森林経営課長 委員がおっしゃるように、

今の時点では、直接そういった木を伐採したり

する事業は、県では実施しておりません。そう

いった中で、今、何をしているかというと、森

林整備事業の中で、そういうインフラ周辺に限っ

たことではありませんけれども、間伐とか広葉

樹の植栽を進めて、倒れにくい山にする、そう

いう森づくりを進めております。

先ほどちょっと説明しましたが、資料の（５）

国の動きのところに書いていますけれども、委

員が言われたように、今、国のほうで、インフ

ラ周辺に限定して森林整備を行うという事業が

概算要求で出されております。こういったとこ

ろの事業が創設されれば、本県でも導入して、

重要な地域について整備を検討していくことも

考えられるのではないかなと考えているところ

であります。

○山下委員 木のことになると、全て環境森林

部の所管のように聞こえるんですけれども、宮

崎県は特に台風銀座ということもありますが、

家の周りとか道路沿いとか、山林でないところ

にも相当木が植わっているわけです。そうなり

ますと、今言われるようなことでは解決しない

わけですから、何かやっぱりそこあたりを。木

だから全て環境森林部の責任だというような見

方になるんですけれども、私はそうでない、管

轄が違うところに植えてあるような木が、特に

この災害を起こしている部分がありますから、

部局を超えた形でやらないとなかなかできない

のかなと思いますので、よろしくお願いします。

○星原委員 関連なんですけれど、今出たよう

に、この前の千葉県の状況を見ても、電気が来

ない状況が１カ月も続いたとかありますよね。

昨年は、都城の山田町でも１週間ぐらい電気が
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来ない地域があったりいろいろしていたんです

けれど、やっぱり電線とか道路脇というのは、

何らかの方法で。県で条例をつくるとか、ある

いは国からいろんな補助事業を持ってくるとか

いろんなことをやっておかないと、今、想定外

の形で災害が起きます。この前テレビで見てい

ても、土砂崩れで材木が道路に流れて車がぶつ

かりそうな映像等もありましたけれど、そうい

う危険なものをやはり事前に察知して、これは

もう国、県、市町村一体となった形で調査して、

一気に全部はできないにしても、急傾斜の危険

箇所とかという指定があるように、電気が云々

するとか、道路を通行できないようになるとか、

そういう危険があるところあたりは把握してお

かないといけないのかなと思うんです。

きょう来るときでもそうなんですが、私の地

元では道路脇のそういう電線があるところとか

を切っていた。明るくなっているんですけれど、

こういう形で今からやっておかないと、災害が

来た後の処理ということより、それを事前にやっ

ておくことが大事じゃないかなと思いながら、

きょう来たところなんです。そういう行政側と

ＮＴＴとか九電とか、いろんな道路関係のイン

フラ施設を使っている人たちとの協議はなされ

ているようなんですけれど、これを早急に進め

ないといけないのではないかなと思うんですが、

その辺については、今どういう状況なんですか。

○濱砂森林経営課長 この③のア、インフラ施

設管理者との協議というところなんですけれど

も、昨年の台風24号の被害を受けて設置された

ところでありまして、昨年11月と２月に２回、

会議を開催しまして、今言われたような通常の

管理といいますか、そういったところを含めて、

緊急時、通常時にどういう課題があるかという

ことについて、今洗い出しをしている段階で、

ことし、その課題に対する対応を検討していく

ことにしております。ただ、ことしはまだその

会議は開かれていないんですけれども、今後、

そういったいろいろ出てきた課題に対して対応

を検討していくということで進めていく予定で

す。

○星原委員 去年、地元の四家地区の市道脇に

国有林があって、杉とかではなくて広葉樹なん

ですけれど、これが60年以上たってくると、も

う腐ったりして倒れたり、古くなった枝が台風

なんかのときに落ちてきて、車の被害が出そう

ということで、都城の森林管理署を呼んで、い

ろいろ協議して、どちらも出す金がないという

ことで、危ないと想定された木を五、六本、市

道ということで都城市が切ったりしているんで

すが、やっぱり我々から見ると、地域としては

道路脇は全部切って、そしてパルプ材にでも何

でもしてほしいと言っているんです。ただ、国

も予算的なものが─最終的には予算的なもの

になってくるんですけれど、もし大きな人的被

害が出たときはどうするのかということまで

言っているんですが、なかなか厳しい状況なの

で、県としても森林環境税を活用してと、どこ

かに書いてあったような気がするんですけれど

も、やっぱり毎年少しずつでも、交通量の多い

ところ、あるいはお年寄りなんかが住んでいて

動けないところとか危ないところ、先ほど言っ

たように急傾斜と一緒で、こういう地域を少し

ずつでもやっていってほしいなと思っています

ので、ぜひ国あたりとも協議をしてやっていけ

ればと思います。

○濱砂森林経営課長 今言われたことについて

は、私たちも課題であるとは考えております。

このインフラ施設管理者等との協議の中で、そ

ういったところも十分検討してまいりたいと考



- 12 -

令和元年10月31日(木)

えております。

○星原委員 よろしくお願いします。

○佐藤委員 今の質問にも関連しますが、２つ

ほど質問させていただきます。

この被災時の応援協定というのは、災害発生

時ですから、全て起きた後なんですよね。今、

委員の皆さんが言われたのは、やはり起きそう

なところをどうするのかということ、起きる前

が大事だと思うんです。この前の林活議連の集

まりでもそういう話が出ました。千葉県の災害

等を受けて、未然に防ぐ必要があるのではない

か、ということは、今、星原委員が言われたよ

うに、道路脇の電線にかかった木は切るべきだ

ということです。必ず、台風、強い風が来れば

倒れるわけですから、それをまず処分する。

そのためには、この応援協定をもっと数多く

結ばせるような取り組みをする必要がある。各

市町村漏れなくです。そして国道、県道、町道、

村道沿いのそういうところを見つけ出し、それ

を処理するための手を打つきっかけづくりをす

る必要がある。お金を誰が出すかというのもで

すけれど、所有者も責任は感じているわけです

よね、自分のところの木がどんどん大きくなっ

たと。杉であれば真っすぐ伸びますが、広葉樹

や竹は伸びたら垂れ下がってきます。そうする

と、道路にかぶってきて通る車にも当たる。そ

ういうのを気にしながら、いつ処理すればいい

かと思っている人たちもいるはずです。

そこに、さらに九州電力の電線やＮＴＴの電

話線があれば、市町村や県がそのあたりのきっ

かけづくりをして、割合を決めて処理していく。

そのためにも、地元の森林組合との協定をしっ

かり結んでいく。森林組合はそういう現場をわ

かっています。そういう提案をさせていくと、

早目に道路沿いの木は減っていくと思うんです。

電線や電話線がなくても、道路に垂れ下がっ

ていれば通行の邪魔になります。特に、観光バ

スが入ってこれない。高さが３メーター以上あ

るようなバスは入ってこれない。そういうバス

が普通に入れるような道にしてやる、そういう

苦情をよく聞きます。そのきっかけづくりをす

る必要があると思いますので、起きた後ではな

く、起きる前の対策のための協定も結ぶ必要が

ある、そして起きた後に迅速に処理をするため

の準備が必要であろうと思います。

そのためには、やはり広葉樹なんかを切って

出したときに、この木質バイオマス活用型再造

林推進モデル事業で、伐採・搬出・運搬を支援

するとありますが、これはバイオマスに出した

ときにどういう扱いになるのかも教えていただ

きたいんです。未利用材とか一般材とか、それ

は後でいいですけれど。

そして道路沿いにあるということは、出しや

すい、片側には影響を与えるような木がないわ

けですから日当たりもいい、道路沿いの木は成

長がいいわけです。ですから早目に切って回転

をさせると、それがまた成長してきて早目に切

るという対応もできると思うんです。道路沿い

にある木は出しやすいわけですから、そういう

回転をさせる必要があると思います。

それから、もう一つは、14ページに戻ります

が、総合評価落札方式における特例措置の拡大、

これは非常にいいことだと思うのですが、この

周知が各業者にいつされるのか、もうされてい

るのか。まずはこういうぐあいに変わっていく

ということを、業者の人たちが知らなければ、

どうにもならないわけです。周知はしています

と言っても本当に知っているのか、ちゃんとＣ

クラス、Ｄクラスの人たち、末端まで行き渡っ

ているのかどうか心配しています。
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○橘木山村・木材振興課長 佐藤委員の御質問

は、いわゆるバイオマスを出した際の固定価格

買取制度の適用がどうなるのかという趣旨かと

思いますが、まず、災害の廃棄物につきまして

は、木質系ですので一般廃棄物に該当いたしま

す。基本的にはそういう被災木を持ち込んだ場

合で、発電のために燃やした場合は、一般廃棄

物として17円に該当いたします。

ただし、その森林が森林経営計画の対象森林

であるとかそういったものですと、間伐材由来

のバイオマスということで、基本的には32円に、

それに該当しない森林のエリアですと、一般木

質バイオマスということで24円に該当するとい

う適用区分になっております。

○田原自然環境課長 Ｋ値の業者の方々への周

知なんですけれども、この適用は12月２日から

となっておりますが、適用を12月にしているの

は、その間に周知を図っていこうというような

こともあります。

周知の方法なんですけれども、当然ホームペ

ージでもやりますが、建設業協会に対して通知

文を出して、会員の皆さんに伝えていただくと

いう方法もあります。また、各地域で地元の建

設業協会の方々との意見交換も結構いろいろ

やっているんですが、そういったところも通じ

て周知を図っていきたいと考えております。

○橘木山村・木材振興課長 それと、事前の協

定についての見解でございますが、今、佐藤委

員がおっしゃいましたとおり、事前の協定には

なっておりませんで、あくまでも応急対応の協

力協定という形で結ばれています。

事前の部分というのが、先ほどからいろいろ

と話が出ているんですけれども、なかなかどこ

が危険エリアなのかとかがわからないと。実際、

被災しそうな林道等につきましては、事前に森

林土木協会との協定という部分で教えてもらっ

ている場合がございます。その情報が道路管理

者である市町村の管理部局のほうに行って、通

行を制限したりとかそういったことはなされて

いるんですけれども、それがしっかり協定とし

て結ばれているわけではないと思っていますの

で、そのあたりも含めて、そういった情報が事

前に伝わるような協定についても、今後の検討

課題ではないかとは思っております。

○佐藤委員 まずは、被災時の応援協定でもい

いですけれど、もっと応援協定を広める必要が

あるのかなと、協定を結んでいますよと言って

も知らない可能性もある。しっかり広めていっ

て、被災時の応援協定という形で結びながらも、

そういう可能性のあるところを選び出していく、

そしてそこは持ち主に早目に周知をして、きっ

かけづくりをする。作業については応援します

よとか、費用について応援しますよとかいろい

ろな形をつくりながら、また先ほどから委員の

皆さんが言われているように、国との形ももう

少し変えていく必要があるのかなと思います。

それから、木質バイオマスの件ですけれども、

これも被災後であれば一般廃棄物になる、しか

し事前に切れば生かされるわけです。32円の可

能性もある、一般木質24円の可能性もあるとい

うことは、早目にそこは切る必要がある。それ

が所有者にとってもプラスになると思いますの

で、そこを、じゃあ誰が見つけてここをどうす

るんだというのは、やっぱり現場に近い森林組

合とかに把握させる必要があると思います。

それから、総合評価落札方式のＫ値の件です

が、今から周知ということですけれども、12月

２日から適用になるのであれば、その件につい

ては早目に、繰り返し漏れなく業者の人たちに。

特に、小さな業者の方々は日々の仕事に追われ
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て、そこを知らなかったと。こうなるといいけ

ど、どうにかならないだろうかと言っていたら、

それはもうこういうふうに変わっていますよと

いうようなことが多いので、全ての業者の人た

ちが聞いて、じゃあ、もうちょっと不落になら

ないようにやろうかという意欲を持たせるよう

な周知をお願いしたいと思います。

○横田委員 不調・不落についてですが、こと

しの５月から対策として特例措置が実施されて

いるわけですけれど、かなり実施状況も上がっ

てきているということですが、それにもかかわ

らず今年度の上半期はさらに不調・不落の発生

率が上昇しているということですよね。それに

対して、今後の対策として、また新たな２つの

対策が実施されるということなんですが、これ

でどれだけ効果が上がるのか、ちょっと私には

よくわからないんですけれど、例えば、環境森

林部とか農政水産部は県土整備部よりはるかに

高いわけです。それはやっぱり条件不利とかが

あるんだろうと思いますけれど、そういったこ

とを考えると、公共三部が同じ対策でいいのか

なと思うところがあるものですから、環境森林

部としての不調・不落対策として、これで十分

なのかなという思いもあるんですけれど、いか

がでしょうか。

○田原自然環境課長 今回新たに講じる対策の

Ｋ値のところについては、環境森林部と農政水

産部の工事は実績に入れなくていいということ

で、県土整備部も一緒にすると差が出ない、やっ

ぱり県土整備部の工事のほうに流れる傾向があ

るものですから、環境森林部と農政水産部、今

のところ不調・不落率が高い部に限って、今回

特例措置を講じたところです。

それから、環境森林部におきましては、やっ

ぱり条件が悪い場所が多いものですから、不調

・不落が起こりやすいということで、場所の悪

いところについては、独自に作業員の単価の高

い山林砂防工を設計に入れ込んだりとか、それ

から、やっぱり相当田舎というか奥のほうに工

事現場があるものですから、遠いところについ

ては、諸経費を３割増しにするといった環境森

林部独自の取り組みもしております。

それから、今、建設業協会の方々の意見の中

で、道を抜いたりする、それから治山ダムとか

をつくるときの支障木の伐採経費を、もっと現

場に合ったような形で見直してくれないかとい

うような要望も来ています。

そういったところも環境森林部のほうで今検

討しています。環境森林部の工事は条件が悪い

ということで、何とか不調・不落を減らすため

に独自の取り組みもしているところです。

○横田委員 先ほどありましたけれど、きのう、

福岡の朝倉市に行ったんですが、そこでも不調

・不落がかなり多くて御苦労されているという

お話でした。ぜひ現場に合ったような入札条件

を整えていただいて、不調・不落ができるだけ

少なくなるように御努力をお願いしたいと思い

ます。

○野﨑委員長 ほかにございませんか。

○星原委員 川内川の水質改善対策ということ

で、いろんな場所で実験というか調査をされて

きている。随分改善されてきたようにはあるん

ですが、この中で、上流部のえびの橋と大原橋

は、まだ環境基準を未達成ということなんです

けれども、今後もこの方法でいって基準を達成

する見込みというか方法です。石灰石をという

話もあるんですが、国としてもほかに方法はな

いんですか。今の状況はどうなんですか。

○冨山環境管理課長 今回の試験は、昨年度、

宮崎大学等にも御相談して研究をして、まずで
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きることは何かということで始めさせていただ

きました。ほかの方法、例えば全国的に見ると、

草津とか秋田県の玉川とか大きなプラントをつ

くっているところがございます。しかしながら、

今回の硫黄山の場合、水量も限られております

し、一定していないと、また、今後どうなるか

わからない見通しの中で、やっぱりプラントと

いうのは早いのかなというふうな感覚もありま

して、大学の提言のもとで、ある程度、比較的

簡単にできて、短期でできる方法である石灰石

での中和をまず検討してまいりました。その結

果、一定の効果はあるんですけれども、やっぱ

り自然相手ですので、水量が一定しないとかと

いうことで、やっぱり効果は限られた条件でし

か出ておりません。

確かにほかの方法等もあるんですが、まずは

この方法について、今後どうするのかも含めて

検討していくことが先だと考えております。

○星原委員 農家の皆さんが稲作で米をつくる

─環境基準を未達成のままで、要するに稲作

はできないという判断、どの水準まで下がって

きたときにオーケーかというのは、もう決まっ

ているんですか。

○冨山環境管理課長 私どものほうは、一般的

に河川の水質を見るときには、環境基準という

ことで見ております。常時監視という形で、県

内ほとんどの水域を測定しているんですが、そ

ういった観点からの水質検査をやっていまして、

それを満たすことを目的として今回やっており

ます。

農業用水として使えるか使えないかにつきま

しては、ちょっと私どものほうで判断しかねま

すので、農政サイドでの判断になるかと思いま

す。

○星原委員 下流域はもう環境基準は達成して

いるわけですよね。ということは、達成してい

る地域、下流域では水田に水を引いて稲作がオ

ーケーという形で水が使えるんですか。

○冨山環境管理課長 農政サイドの話にはなり

ますけれども、昨年度、一番下の堂本頭首工で

は、川内川のところから取水を始めていると。

当然、取水停止システムとかいろんなシステム

を使って、もし水質が悪化した場合は水をとめ

るといったシステムを入れて使っているという

ふうなことは聞いておりますし、そのちょっと

上流側についても、今検討中であるということ

は聞いております。私のほうがそこら辺につい

て、全部は知りませんので申しわけないのです

が、そういった状況でございます。

○星原委員 今後、やはり国、県、えびの市、

あるいは鹿児島県等も関係するんでしょうけれ

ど、この対応をして、どこまで農家の人たちが

耕作できるか。いつまでという期限というか、

いつからだったら今の状況でいけば改善されて

オーケーになるという見通しとかはないものな

んですか。

○冨山環境管理課長 確かに見通しが立てばい

いんでしょうけれども、まずは火山という全く

予想のつかない状況です。今、昨年度よりも確

かに水はきれいになっています。しかしながら

まだ基準をオーバーしていますので、その状況

がどうなのかということをまず第一に考えてい

かないといけないことであるし、見通しとして

はその辺があるので、なかなか難しいというの

が正直なところです。しかしながら、今後どう

するかについては、関係機関とか国とか、白濁

協議会というのがございますので、そういった

中で協議して決めていきたいと考えております。

○星原委員 もう１点、沈殿池というのが設け

られていて、写真で見ると１カ所なんですけれ
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ど、結局そういうものを何個か設けることで、

基準としても大丈夫だというようなやり方はな

いんですか。私は、ろ過を何度かしていくこと

で、多分そういうものが出てくるんじゃないか

なというふうに思うんです。魚なんかをやって

いても、ろ過器がいっぱいついていると、いろ

んなものがここのところについて、あとはきれ

いになっていくわけですから、そういう方法で

沈殿させてやる方法と、石灰石なんかを入れて

中和させていく方法とか、いろいろあるんだろ

うと思うんだけれど、水量が少ないということ

であれば、今ある沈殿池の前なのか後なのかわ

かりませんが、そういう形で沈殿させていく方

法というのは考えていないんですか。一番簡単

な方法はそれかなと思うんですけれど。

○冨山環境管理課長 まず今回の試験では、沈

殿池の前の水路の中で、石灰石で中和するとい

う試験をしております。確かにろ過とかそういっ

た処理方法等はあるのですが、今回の河川水の

性質の場合、水の中に溶け込んでいるヒ素とか

ｐＨの成分とかそういったものですので、ろ過

という形では取れないものです。ですから、中

和という形をとりました。さらに、その沈殿池

の前に中和する施設を幾つか置いて、水質を変

えるという試験を行ったところです。

○星原委員 もう１点、最後にしますけれど、

今後また噴火するかもしれないということも一

つありますよね。あるいは、もう今の時点では

そういうことは想定しないで、要するに今の水

質をいかに浄化させていくか。環境基準を達成

する数値までやっていくということで、上流域

のえびの橋と大原橋あたりはまだ未達成なので、

その上流のほうを何とか環境基準値以下に下げ

る、そこをやっていけば何とかなるというふう

に皆さんは考えているのか、あるいは国からも

何らかの指導があるのか。今後は、やっぱり最

終的に国がしっかり守ってやらないと、えびの

市だけでいろいろ協議していても─協議だけ

じゃなくて、実際耕作できるようにするために

は、ここまでないといけないということを。国

は国でやってくれているとは思うんですけれど、

その辺を県の立場としては、国と市の間に入っ

てどういうふうに今捉えて、今後の最終的な対

策はどういうふうにしていこうと思っているん

ですか。

○冨山環境管理課長 まず、この水質改善試験

で全てを改善できるとは考えられません。限定

的です。昨年噴火したときのように、かなり濃

い濃度が流れたときには、とてもじゃないけれ

ど対応できません。そういった限定的な効果し

かないということはまずあります。

国に対してもいろんな要望をしているんです

が、こういった試験結果を実用化するための費

用とか方法とかそういったこと、また、場所が

自然公園で国有地ですので、いろんな規制法が

あります。ですから、そういった規制法の緩和

などの柔軟な対応や、財政的な支援もお願いし

たいとか、そういった要望を今やっているとこ

ろです。

現在のところ国からそれを実行していただけ

るというようなことは来ておりませんが、今後

も引き続きそういった要望はしていかないとい

けないのかなとは思っております。

○星原委員 わかりました。

○横田委員 石灰石に付着した赤褐色化した、

また黒色化した物質、酸化鉄と硫化鉄というこ

とですが、これはバックホウ攪拌とか空気注入

で洗浄できるということなんですけれど、洗浄

した後の酸化鉄とか硫化鉄はどのような処理を

されているんでしょうか。
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○冨山環境管理課長 酸化鉄とか硫化鉄、そう

いった沈殿物がでるというのがありますけれど

も、まずはそういったものが詰まらないように

すること、量を少なくすることがまずやること

だと思いますし、どうしても酸化鉄は今の試験

上ついてしまいます。それが中和効果を下げて

おります。ですから、それを洗浄することが必

要です。

洗浄したものにつきましては、横の沈殿池に

入れまして、できるだけそこで沈殿させた後で

放流することを考えております。

○横田委員 昔、井戸水を使っていたときに鉄

分が多い井戸とかありましたよね。多分それじゃ

ないかと思うんですが、だから毒性とかはない

んだろうとは思うんですけれど、それが川に流

れ出したら濁ったりする原因にもなるような気

がするので、やっぱりできるだけ川には流さな

いように対策を打つ必要があるんじゃないかな

と思ったものですから。沈殿して川には流れな

いという考えで大丈夫でしょうか。

○冨山環境管理課長 できるだけあそこに沈殿

させるということ、また水路の中でも下のほう

にたまったりしますので、それを除去できれば

いいんでしょうけれども、できるだけ下のほう

に流さない形で考えていきたいとは考えており

ます。

○横田委員 わかりました。

○野﨑委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 それでは、以上をもって環境森

林部を終了いたします。

執行部の皆さんお疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時17分休憩

午前11時21分再開

○野﨑委員長 委員会を再開いたします。

報告事項について説明を求めます。なお、委

員の質疑は、執行部の説明が全て終了した後に

お願いいたします。

○坊薗農政水産部長 農政水産部でございます。

よろしくお願いいたします。

それでは、座って説明いたします。

資料を１枚めくっていただきまして、目次の

ページをごらんください。

本日、農政水産部からは、硫黄山噴火に伴う

対策等の現状について、それから、不調・不落

対策の実施状況についての２件について御報告

させていただきます。

なお、不調・不落対策の実施状況につきまし

ては、先ほど、環境森林部から説明があったと

思いますので、当部からの説明は省略させてい

ただきます。

以下、詳細については、担当課長が御説明い

たします。よろしくお願いいたします。

○鈴木農政企画課長 それでは、資料に基づい

て内容を説明いたします。

常任委員会資料の１ページをお開きください。

硫黄山噴火に伴う対策等の現状について、農

政水産部から御説明いたします。

１の影響を受けた水田の現状について御説明

します。

昨年４月の硫黄山噴火以降、えびの市内を流

れます長江川、川内川では河川が白濁し、一部

の水田で水稲作付を断念しているところでござ

います。昨年の水稲作付は、平成29年に比べ、177

ヘクタール減少し、152ヘクタールでございまし

た。また、ことしは、川内川からの取水再開等

によりまして、水稲作付は昨年に比べて105ヘク

タール増加し、257ヘクタールとなっているとこ
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ろでございます。

また、昨年度から、えびの市内の主要地点に

おきまして、水質・土壌・農産物の調査を継続

的に実施しておりまして、農産物の安全性の確

認を行っているところでございます。

続いて、２の水源確保対策等の状況について

御説明いたします。

なお、本項目において、施設名や地名が出て

まいりますが、そちらにつきましては、資料の

３ページに地図をつけておりますので、合わせ

てごらんいただければと思います。なお、３ペ

ージに書いてありますとおり、緑色のところが

堂本地区、黄色のところが岡元地区、紫色のと

ころが新田地区でございます。

それでは、資料１ページの２から説明いたし

ます。

（１）の堂本地区につきましては、川内川の

水質が安定していたことを受け、ことし、堂本

頭首工に水質監視・緊急取水停止システムを議

会で御承認をいただいた予算により整備いたし

まして、５月22日から堂本地区全域、121.7ヘク

タールで取水可能な状況となっているところで

ございます。なお、取水再開以降、これまで水

質悪化による取水停止の実績はなく、順調に運

用を行っているところでございます。

次に、（２）の新田地区でございますが、当地

区は、川内川に合流する上流部の長江川下流域

では、ことし５月８日から水質が安定しており

ますため、９月24日に開催されましたえびの市

西郷・永山地区の地元説明会におきまして、え

びの市役所と地元で来年からの取水再開を決定

したところでございます。

県といたしましては、万が一、長江川の水質

が悪化した場合に備えまして、堂本頭首工と同

様のシステムを宮川元頭首工と宮路玉頭首工に

来年３月までに設置することで、今検討を進め

ているところでございます。これによりまして、

新田地区における取水可能面積は81.7ヘクター

ル増加し、全226.2ヘクタールで取水が可能とな

る予定でございます。

さらに、河川以外の代替水源対策といたしま

して、浜川原湧水池や弁財天ため池の水を有効

的に活用する工事を地元と調整しているところ

でございます。

続いて、右側２ページをごらんください。

（３）の岡元地区についてでございますが、

岡元地区は、長江川上流の赤子川からの取水再

開の見通しが立たないことから、代替水源とし

て、噴火の影響を受けない作ヶ倉川や地下水の

利用を地元に提案しているところでございます。

しかし、水量が不足する上に維持管理にも課題

がありますことから、現時点で地元の同意が得

られていない状況でございます。

このような中、限られた既存水源を最大限に

活用するために、施設が老朽化し、取水管理に

苦慮している入佐原ため池において、取水施設

の改修工事に着手する予定としております。

これらの水源確保対策によりまして、３ペー

ジ下段に作付面積の推移を記載しておりますが、

令和２年では、391ヘクタールで作付が可能とな

る見込みでございます。

２ページにお戻りいただき、最後に３、水源

確保が困難な岡元地区における営農対策につい

て御説明いたします。

（１）の岡元地区の現状といたしましては、

湧水や雨水、既存ため池などを活用し、全体101.1

ヘクタールのうち、43.4ヘクタールで水稲が作

付されています。これらの水源を活用いたしま

すことで、来年以降も同程度の作付がなされる

ものと想定されます。また、水源が確保できな
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い圃場におきましても、主に飼料作物や地力増

進作物が作付されているところでございます。

次に、（２）の今後の営農対策について御説明

いたします。

代替水源確保による水稲作付再開については、

先ほど御説明いたしました入佐原ため池の改修

工事を進めますとともに、代替水源の作ヶ倉川

からの取水工事について、引き続き、地元と調

整を進めてまいります。また、岡元地区では、

写真にございますとおり、雨水をためる簡易な

取水池が一部の圃場に設置されておりますので、

これらの応急の整備を支援してまいります。な

お、限りある農業用水を最大限に活用するため、

農業用水や作物のブロックローテーションにつ

いて、地域での話し合いを引き続き推進します。

次に、高付加価値農業の推進でございますが、

水稲と組み合わせましたキャベツ・タマネギ・

麦等の新規品目の導入や、作業受委託体制の構

築を支援し、収益性の高い営農体系の確立を推

進してまいります。

最後に、水田汎用化等に向けた基盤整備の推

進について、今回の噴火を受けまして、圃場整

備の機運が高まった地域もあることから、その

ような地域では、農地集積・集約に加えまして、

農業用水の反復利用や暗渠排水整備により、効

率的な水稲作付や畑作物導入が図られる基盤整

備の事業化を推進します。また、圃場整備が難

しい地域では、農家の意向も確認しながら、写

真にございますような暗渠排水整備等を支援し

てまいります。

農政企画課からの説明は以上でございます。

○野﨑委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

報告事項について質疑はありませんか。

○井上委員 先ほど、環境森林部から、えびの

の水の状況は十分説明していただいたんですけ

れど、これはもう火山相手にこれからやってい

くことなので、水がきちんとなるかどうかとい

うのは、まだまだ先のことだと思うんです。

えびのは、宮崎の中でも非常においしい米を

つくってきているところですので、早く農地と

してきちんと使えるような状況にしていくこと

が大変重要だと思う。今、農政水産部でやって

おられるこの水源確保対策を徹底的に進めても

らいたいと思います。

やっぱり、農地のありようというのを、えび

の市といろいろ考えていかないと、今ある条件

の中で、水源確保だけというふうにして考える

となかなか難しい点も出てくると思うんですけ

れど、そのあたりは、えびの市との話し合いは

できているんですか。

○菓子野農産園芸課長 農政企画課長からも説

明がございましたが、２ページ中段の高付加価

値農業の推進というところで、幾つかの営農類

型を、当然販売部分も含めてですけれども、地

元と協議しています。ここに、具体的にはキャ

ベツ・タマネギ・麦等を挙げておりますが、こ

ういったもののほかにも、この地域で初めてつ

くるものも含めて、どういった営農の形態がい

いだろうかと。

特に、我々が配慮しているのは、やはり高齢

者の農家の方が多いと。さらに、稲作しかした

ことがないという方が多く、当然機械とか技術

もない方が多いので、そういった方々の営農も

含めると、例えばここに記載してありますよう

な作業受委託といったものが請け負える法人さ

んですとか、そういったものとの連携も重要だ

というような認識では一致しております。

現時点では、こういったものを地元に提案し

て、基盤整備等も含めて、地元との合意形成を
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図っているところでございます。

○井上委員 もう、米どころという話ばっかり

出てくると思うんです、現実には。ただ、やっ

ぱり、えびのがどういう農作物と一緒に共存で

きてこれからもやっていけるのか。ずっとそこ

で農業が、営農活動ができるようにしていくこ

とが大変重要だと思うんです。

やはり、水はもう切り離さざるを得ないと思

います。そこまできちんとできるような体制と

いうのは、県がバックアップできるかにかかっ

ていると思うんですけれど、この事業費用は全

体でどのくらいになるんですか。

○盛永農村整備課長 今、調べておりますので、

しばらくお時間いただけないでしょうか。

○井上委員 部長にお聞きしたいんですが、こ

れから新年度予算の確保もあるわけだけれど、

やっぱり幾ら環境森林部から少しよくなりまし

たと聞いても、米をつくっていく状況にはなら

ないわけだから、水はもう別のものとして取水

していく、水源を確保するしか方法がないわけ

です。

だから、それを本気でやるには、やっぱり予

算獲得が一番重要だと思っているんですけれど、

そこは部長としてはいかがですか。

○坊薗農政水産部長 委員のおっしゃるとおり、

えびのは本県の中でも米どころということで、

これまで農家の方も米を中心に農業をやってこ

られています。

そういう中で、今回、硫黄山の噴火で水が使

えなくなったということは非常にショックとい

うか大変な思いをされているということであり

ますけれど、我々が今回やってきたのは、まず

はその水を確保して米づくりがちゃんとできる

ようにしていきたいということでの緊急的な対

策、そして中期的な対策、長期的な対策という

３段階に分けてやってきています。

短期的な対策は、今ある水を最大限うまく活

用できるようにということで、いろいろ水路の

改修とかをやってきております。そして中期的

な対策としてシステムをつくったりして、この

１年、それから来年も一応、今年度中にシステ

ムをつくって新田地区も全部つくれるようにな

りますので、堂本、新田の２地区は、まずは以

前と同じ状況になるかと思います。

ただし、これはあくまでも長江川の水質が今

の状況のまま続くことが前提でありますので、

もし、硫黄山が再度噴火して以前のようなこと

が起こると、また水がストップするということ

もありますから、長期的な対策として代替水源

─別の川の水をその地域に引いてくるという

対策を今事業化して、国とも協議をして予算を

獲得することにしております。

岡元地区については、現時点も水が来ないと

いうことでありますので、ここも長期的対策で

代替水源を探してやろうとしていますけれども、

やっぱり農家負担がちょっと大きくなったりす

るということで、地元との協議がまだ必要だと

思っています。

そういう意味で、地元の方々と話をする中で

は、やっぱり岡元地区は田んぼがちょっと狭かっ

たりとか、酪農の農家さんたちもいらっしゃる

ので、基盤整備をこの機会にやって、農地をしっ

かり整えて、次の策に備えていこうという機運

も出てきておりますので、そこを後押ししてい

きたいと思いますし、今まだ協議が続いていま

すけれども、代替水源についても、しっかり地

元と協議をしていきたいと思っています。

それについては、国との間で一応事業計画を

立てておりまして、その承認もいただいており

ますので、国から予算をいただいて、県の予算
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をつけて、これから数年かけてしっかり取り組

んでいきたいと考えております。

○井上委員 ぜひ部長にお願いしたいのは、営

農指導というか、今までとは違う形で、えびの

は米だけではなく、これからどのような農業を

していけるか、生き残っていけるようにするか

をやっぱりやるべきだと思うんです。

改めて、えびのの方たちにも意識改革をして

いただかないといけないと思うんです。それに

見合うだけの事業費を投入するわけだから、え

びのの皆さんも、今つくっているだけで、それ

で終わりだという考え方ではちょっと困ると

思っているところなんです。

とにかく、火山と一緒に生活せざるを得ない

場所にみんなで生活しているわけだから、そこ

も含めて水源の確保をどうしていくのか。そち

らと切り離した水源の確保が私は望ましいと

思っているので、やっぱり徹底してそこをやる

べきではないのかと。

だから、えびののおいしい米をずっと残して

いくために。よくテレビで、ことしも植えられ

なかったとか、ことしは植えたけれどだめだっ

たというのをしょっちゅう見せられると、もう

胸が痛くなってくるわけです。だから、やっぱ

りえびのをどういう農業の地域にしていくのか、

営農指導も含めてですけれども、きちんと農家

の皆さんと議論してもらいたいというお願いな

んです。

だから、地域ごとに、何をつくっていくのか

ということも含めてですけれど、しっかりとそ

こで採算性を得て、もうかる農業をやって、生

き残っていけるようにしていただきたい。もう

本当に、テレビに出るたびに胸が痛くなって、

どうにかしないといけないという思いもあるわ

けですけれど、そこの確保をお願いします。

○坊薗農政水産部長 本当、米が中心なんです。

高齢化も大分進んでいるので、次のえびのの農

業をどうしていくかというところについては、

これまで硫黄山が噴火してから、かなり地元の

方々とも協議をさせていただきました。普及セ

ンターと、それから市役所、そして農林振興局

を含めてやらせていただきましたけれど、やは

り米が中心というところはなかなか意識が変わ

らないのが現状であります。

ただ、農家さんも高齢化していって、今後担

い手が確保できるかということもあります。そ

ういう意味で、次の世代の人たちがえびのでしっ

かり農業をしていくためには基盤をしっかり整

備することも必要なので、そういうことも話を

しながら、そして新たな品目の導入等について

も改めて地元と協議をしていきたいと思ってお

ります。

それと、新田地区と堂本地区は、大分水が確

保できる面積が改善されました。特に堂本地区

の方々は、去年つくれなかったんですけれど、

ことしは全域でつくれるようになりましたので、

農家の方々からは、ことしつくれて非常によかっ

たといううれしいお話もいただいております。

引き続き、水の確保、代替水源も含めてですけ

れど、しっかりやっていきたいと思います。

○井上委員 えびのは、観光も火山によって、

温泉という形で恩恵を受けているわけですけれ

ど、鹿児島、熊本、宮崎の九州３県の中心地で

もあって、インターもあるので、もっと発展し

ていただきたい地域ですし、だから今回のこと

も含めて、市が本当にえびのを違う意味で発信

できるようにやっていただけるといいと思うん

です。河川が濁っているとか、水がどうとかと

いう話だけではなく、変わっていくための一つ

のきっかけとして、つくり変えていっていただ
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くと。まち自体も寂しくしないで、もっと京町

も含めてそうですけれど、いろんな意味で流れ

をつくっていっていただけるといいのかと思う

んです。

だから、そういう意味で、うちで言えば農政

が一番中心なんだから、農政がそこをリードし

ていただけるといいのかなと思う。もう本当に

胸が痛い、これはぜひ徹底的にやっていただき

たい。だから、事業費がどのぐらいかかるのか、

どこがどんな負担をしていくのかというのは見

逃せない内容なので、そこを徹底的にやってい

ただけたらと思っています。期待しています。

○盛永農村整備課長 先ほどの御質問の、水源

対策関係の事業費でございますけれども、先ほ

ど農政企画課長が説明しましたように、昨年度

３地区に振り分けまして事業費を算定しており

ます。概算ではございますけれども、３地区で

約10億を見込んでおりまして、昨年度とことし

で大体３億5,000万円の予算をいただき、今実施

をしているところです。来年度以降も引き続き、

水路のかさ上げや水管橋の整備といったものを

予定しているところでございます。

それと、今回の水源対策工事の負担割合につ

いてですけれども、国庫補助事業をいただいて

おりますので、国が55％、県が34％、残りの11

％が地元負担になりますけれども、これにつき

ましては、えびの市が全て負担されております

ので、受益農家からの負担はいただいておりま

せん。

○星原委員 今、この対策についていろいろお

聞きして、取水とか作付とかいろんな形で随分

努力をされてきていると思ったところです。岡

元地区を除いては、来年100％作付可能というと

ころまで来ているというのは、大体こういう大

きな自然災害が起きると、もとに戻るまでに５

年ぐらいはかかるのが、大体この年数からいけ

ば、その範囲内で何とか努力いただいていると

思います。

あとは、えびの米がブランド米として評価さ

れていたのが、今後どうやってまたそれだけの

ブランド米という形で評価されるようにするか

とか、あとは販売とかに手を尽くしていくべき

だろうと。１日も早くそうしていって、農家の

安定した所得が確保できればいいなと、今その

ように思ったところです。

それはそれでいいんですが、不調・不落対策

ということで環境森林部から説明があったんで

すけれど、環境森林部のときには言わなかった

んだけれど、ここにいろんな対策とか効果、い

ろんな形で12月からやっていくということなん

ですけれど、果たしてこれで不調・不落が減る

のか。というのは、一つはやっぱり技術者不足

もあるし、問題はやっぱり県土整備部の公共工

事と、農政水産部と環境森林部の単価。場所が

不便なところなんですよね。道路から随分中に

入っていったり。そういう経費が見られていな

いと、業者の人たちは技術者が限られている中

で、国の仕事、県の仕事、市町村の仕事をやっ

ているわけですから、やはり利益の出るほうに

行きたがるんですよ。だから、制度だけではだ

めで、私は落札率、要するに最低制限価格あた

りをもう少し上げていかないと、本当にどうな

のかと。

要するに、国は働き方改革とかいろんなこと

を言って、時間的なものとかいろいろ制約をつ

けてきましたよね。そうなってくると、余計そ

ういうところがないと、社員の給料を上げてや

るといっても、新しい人を入れるときに基準を

決めてしまうと、上もずっと上げていかないと

いけないわけです。だから、そういう形になっ



- 23 -

令和元年10月31日(木)

たときのことまで考えると、単価的なものが、

農政と林務のほうは、我々が聞いている範囲で

は、土木一般に比べて利益率が低いと業者の皆

さんから言われるものですから、そういうこと

も加味しないと、本当にこの不調・不落がなく

なるとは限らない。

あるいは、業者の人たちが社員を、技術者を

入れようと思っても、なかなか入れられない。

将来に向かって継続的に仕事があるんならいい

んですが、そういうことも想定できない中では、

やっぱり現状の中でどうやって会社を守ってい

くか。特Ａの会社は別としても、ＡとかＢクラ

スの人たちが地元でやっていくには、やっぱり

少しでも取った仕事で利益幅がないと厳しい気

がするのですが、今、皆さん方がこういう形で

制度を多少いじっているんですけれど、制度だ

けでいいのかどうか、その辺はどう思いますか。

○小野農村計画課長 不調・不落対策なんです

けれども、発生の原因というのは、委員のおっ

しゃったとおり、技術者も含めた人手不足と、

あとはその業者の方が経営を続けていくために

必要な利益を得られるかという、その２点だと

思っております。

従来からやってきたことではありますけれど

も、予定価格の算定に当たりましては、国が標

準的な歩掛かりを示しておりますので、それを

適用できるところについては採用するのですが、

やはり現場条件の悪い山間部の用水路とか、手

のかかる部分については、実態に合った、現場

にそぐう標準歩掛かりではない見積もり等を採

用する。きめ細かな設計をして予定価格を算定

することでこれまでも対応してまいりましたし、

業界団体とも意見交換、あるいは現場を一緒に

見たりして、標準歩掛かりが適用できるのかで

きないのか、そういうところの意見をお伺いし

ながら、引き続き、さらなるきめ細かな積算に

努めていくことでの対応を考えております。

○星原委員 そういう考えは持ってもらって当

然なんですが、やはり今、自然災害が多いです

よね。ことしも大きな豪雨災害、台風災害があっ

て、宮崎もそういう可能性があるわけですから、

技術者の確保、会社を安定してやっていける、

そういう形に育てておかないと、今みたいな形

だと業者がだんだん少なくなる。私の周り見て

も、もう後継者がいないんです。今、自分たち

はもうやめられない、このまま行かざるを得な

いけれど、自分の子供たちは、もう後継者にし

ない。これは、農業もそういう形が出てきてこ

うなっているんです。

だから、若い人たちを地域に残そうとすれば、

そういう分野の若い人たちが意欲を持てる、家

庭を持って子供たちを大学まで出してあげれる

だけの、それだけのものが見込めるとか。これ

はどの分野も一緒なんですけれど、そういうこ

とにしっかり今のうちに取り組んでおかないと、

５年後、10年後に、今やっている50代、60代の

人たちがやめていったときには、もう数が少な

くなって、仕事はあってもやってくれる業者が

いない、そういう時代が来ると予想されるんで

す。

ですから、やっぱり今のうちに、若い技術者

を社員として毎年１人とか２年に１人ぐらいは

入れていけるような、年代別に技術者がいるよ

うな企業にしておかないと、もうどの分野も、

大体高齢者が、70歳を過ぎてもちょっと応援を

お願いしているとか、企業によってはそういう

ことをやっています。それもいつまで持つかと

いうのも限度がありますから、やはり今、そう

いう業者育成の上でも、根本的にその辺のとこ

ろを考えておくべきではないかと思うんです。
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そこら辺をしっかりやっておかないと、企業

は、国が働き方改革で残業が幾らとか何が幾ら

とか言い出してくると、とてもじゃないけれど

成り立たない。やっぱり落札のところあたりを

二、三％でも最低上げていきながら、企業が意

欲を持って仕事を受注できる体制も一方では考

えないと、制度だけで大丈夫かという気がする

んですが、その辺は皆さん方はどう捉えている

んですか。

○小野農村計画課長 まず、企業を育てる、後

継者の部分についてですけれども、それにつき

ましては、県土整備部で大学の工学部とか工業

高校とかそういうところにやっていると思うん

ですけれども、農業・農村整備関係につきまし

ても、宮崎大学とか都城農業高校、それから宮

崎農業高校の生徒さん方を現場に御案内して、

こういう仕事もありますよという紹介をするよ

うな活動は行っております。

それと、仕事の件につきましては、やはり継

続的に一定の仕事がないと、それが乱高下する

と業界も弱体化してしまうと思いますので、そ

こは我々が頑張って、予算を一定に保てるよう

に、国に対して要望していくことで、仕事をしっ

かり確保する。業界のためだけではなく、農家

の方々が望んでいる仕事をしっかり確保して、

仕事量も一定に保てるような努力をしていくこ

とが必要だと思っています。

あと、制度面につきましては、不調・不落に

関して、制度を変えることだけでそれが解消さ

れるのかというと、価格の面であるとか、今申

し上げたような人あるいは仕事を一定に保つと

か、そういうことを通じて総合的にやっていく。

制度の部分は入札・契約制度ですので、県下全

体統一してやらないといけない部分については

公共三部で話しながらやりますけれども、それ

ぞれが考えないといけない部分については、そ

れぞれが考えながらやっていきたいと考えてお

ります。

○星原委員 よろしくお願いしておきます。言

いたいことはまだいっぱいありますけれども。

○横田委員 えびのの岡元地区のことなんです

けれど、作ヶ倉川から取水して岡元用水路につ

なげるということで考えておられるんだろうと

思いますが、地元としては維持管理に課題があっ

て、なかなか同意が得られないということです

けれど、先ほど聞いた話では、受益者負担はな

いということですが、どういったことに対して

難色を示されているのかを教えていただけない

でしょうか。

○盛永農村整備課長 先ほどの説明の中で、作ヶ

倉川からの代替水源ということで御説明したけ

れども、まず第一に、絶対量はこの作ヶ倉川の

みでは確保できません。この水量でいくと、約15

ヘクタール程度しか回復しない。あと、工事費

につきましては、先ほど井上委員の質問にお答

えしましたように、地元負担はかかりませんけ

れども、これを将来的に維持管理する概算的な

費用も御提示しております。これが、大体10ア

ール当たり5,000円程度かかりますということで

御説明しているものですから、それだけかかる

とちょっとこの水源はということで、同意をい

ただけていないところです。

○横田委員 高齢化もかなり進んでいるという

ことですけれど、これまでももうぎりぎりの状

態で岡元水路とかを守ってこられているんじゃ

ないかと思うんです。それプラス2.2キロが加わ

るということだろうと思うんですけれど、以前

から私も言っているんですが、農業の用排水路

は大事な社会基盤という考え方で、行政がある

程度かかわっていかないと守っていけないので
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はないかとずっと思っているものですから、そ

ういったことも含めて何らか提示していただけ

れば、地元の同意がもらいやすいと思うんです

けれど、いかがでしょうか。

○盛永農村整備課長 今、確保できそうなとい

うことで15ヘクタール程度と申し上げましたが、

それ以外についても検討はしているんけれども

なかなかいい水源がない。あと、維持管理費の

ことで難色を示されておりますけれども、例え

ば、中山間直払いとか多面的機能支払制度とか、

ほかの制度事業で、管理する水田に応じて別途

交付金が出る事業もございますので、それを取

り込むことによって、維持管理費の軽減につな

がるということも御提案していきたいと思って

おります。

○横田委員 よろしくお願いします。

○野﨑委員長 ほかに何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 それでは、以上をもって、農政

水産部を終了いたします。執行部の皆様方、お

疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時56分休憩

午前11時58分再開

○野﨑委員長 委員会を再開いたします。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 以上をもちまして、本日の委員

会を終わります。

午前11時59分閉会
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